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質問 

ある居住者から自宅のサッシの窓ガラスを遮光ガラスに交換したいといわれていますが、 

マンション管理業者としてどのように対応したらよいですか。 

 

  回答 

サッシの窓ガラスは共用部分の専用使用部分です。よって、窓ガラスを別のものに交換す

るには管理組合の承認が必要になります。日常管理は当該専用使用部分を使用する区分所

有者となっており、窓ガラスが破損したような場合はその区分所有者が費用を負担し交換

することになりますが、窓ガラスを全く別の種類のものに交換するとなると日常管理の範

疇とはいえず、区分所有者が全額費用を負担したとしても管理組合の承認なしに交換する

ことは認められません。マンション管理業者としては、当該居住者にその旨を伝えること

が必要でしょう。 

なお、平成 28年 3月に公表(改正)されたマンション標準管理規約では、第２２条は以下のように改正され

ていますので、参考にしてください。 

(改正)マンション標準管理規約 

(窓ガラス等の改良) 
第２２条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防

犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、

計画修繕としてこれを実施するものとする。 

２ 区分所有者は、管理組合が、前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面

による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。 

３ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用する。ただ

し、同条第５項中「修繕等」とあるのは「第２２条第２項の工事」と、同条第６項中「第１項の承認を受けた修繕等の

工事」とあるのは「第２２条第２項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。 
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